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ペ
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例

◯
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
の
制
定
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る

条
例
（
二
八
・
障
害
福
祉
課
）
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こ

の

号

で

公

布

さ

れ

た

条

例

の

あ

ら

ま

し

◇
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
の
制
定
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例

（
秋
田
県
条
例
第
二
八
号
）

１

次
の
条
例
に
つ
い
て
、
精
神
保
健
指
定
医
の
診
察
に
係
る
費
用
弁
償
の

額
又
は
診
療
若
し
く
は
健
康
診
査
に
係
る
使
用
料
の
額
の
規
定
に
お
い
て

引
用
し
て
い
る
告
示
を
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

（一）

特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も
の
の
報
酬
お
よ
び
費
用
弁
償
に
関
す

る
条
例
（
昭
和
三
一
年
秋
田
県
条
例
第
三
五
号
）

（二）

秋
田
県
知
的
障
害
福
祉
施
設
条
例
（
平
成
一
七
年
秋
田
県
条
例
第
六

八
号
）

（三）

秋
田
県
太
平
療
育
園
条
例
（
平
成
一
七
年
秋
田
県
条
例
第
六
九
号
）

（四）

秋
田
県
小
児
療
育
セ
ン
タ
ー
条
例
（
平
成
一
七
年
秋
田
県
条
例
第
七

〇
号
）

（五）

秋
田
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
条
例
（
昭
和
五
四
年
秋
田
県
条
例

第
二
五
号
）

（六）

県
の
衛
生
関
係
施
設
の
使
用
料
並
び
に
手
数
料
徴
収
条
例
（
昭
和
二

三
年
秋
田
県
条
例
第
五
七
号
）

（七）

秋
田
県
総
合
保
健
セ
ン
タ
ー
条
例
（
昭
和
六
一
年
秋
田
県
条
例
第
三

四
号
）

（八）

秋
田
県
病
院
事
業
使
用
料
等
徴
収
条
例
（
昭
和
二
九
年
秋
田
県
条
例

第
四
二
号
）

２

施
行
期
日
等

（一）

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
〇
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し

た
。

（二）

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
所
要
の
経
過
措
置
を
規
定
す
る
こ
と
と
し

た
。

◇
◇ 
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